
 

 

 

 

 

 

東部こども家庭センター三原支所の開所式について 

 

広島県では、県こども家庭センターの体制強化の一環として、相談者の利便性の向上及び増加する児童虐

待相談等によりきめ細やかに対応するため、東部建設事務所三原支所庁舎南棟を改修して、東部こども家庭

センター三原支所を令和７年４月１日に開設（運用開始）しました。 

このため、次のとおり開所式を行いますので、ぜひ、メディアの皆様による取材、紹介をお願いします。 

 

《三原支所の概要》 

■主な諸室（支所延床面積：495 ㎡） 

事務室、会議室、面接室（２室）、心理相談室（２室）、発達相談室、家族面接室、受付・待合スペース 

■業務の内容 

 児童福祉法に基づく児童相談所、知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所及び配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく配偶者暴力相談支援センターとして、相談支援等を実

施します。また、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、困難な問題を抱える女性への

相談援助を行います。 

 

１ 開所式 

⑴ 日時 

令和７年４月10日(木)午前10時～（内覧会込みで40分程度） 

⑵ 場所 

東部こども家庭センター三原支所 

三原市円一町二丁目４－１ 

広島県東部建設事務所三原支所庁舎南棟１階 

⑶ 出席者 

 ア 招待者 

県議会議員、市町（三原市、尾道市、世羅町）、警察（三原署、尾道署、世羅署）、 

広島県児童養護施設協議会 等 

イ 主催者（県） 

    健康福祉局長、子供未来応援担当部長、三原支所長 等 

⑷ 内容 

ア 式典 

式辞、来賓祝辞、来賓紹介、テープカット 等 

イ 内覧会 

支所内の見学、紹介  

 

２ 備考 

○ 取材を希望される場合は、開所式当日の９時45分までに、東部こども家庭センター三原支所にお越

しください。当日は相談等のため来所される方がいる可能性もあることから、取材に制限を加えさせて

いただく場合がありますので、御了承ください。 

○ 内覧会終了後、三原支所長への囲み取材に対応させていただきます。（最大12時00分まで） 

 

資 料 提 供 
令和７年４月７日 

課 名  こども家庭課 
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